
 

 
 

開催日時：令和３年２月８日（月） １５：３０～１６：３０ 

会議方式：WEB 会議方式 

 

【出席者】 

的場防災まちづくり課長、前溝管理課長（真砂田辺市長代理）、井澗白浜町長、 

水口総務政策課長（奥田上富田町長代理）、 

長岡和歌山森林管理署次長（渡辺署長代理）、久保田和歌山水源林整備事務所長、 

林紀伊山系砂防事務所副所長（小竹所長代理）石井和歌山地方気象台長、 

和歌山県 総務部 防災企画課 中野副主査（酒井危機管理局長代理）、 

      農林水産部 井賀農業農村整備課長（松浦農林水産政策局長代理）、 

      農林水産部森林整備課 森川主幹（山野井森林・林業局長代理）、 

      県土整備部 中家河川・下水道局長、 

      県土整備部 芝都市政策課長（伊藤都市住宅局長代理）、 

      県土整備部 山岸港湾空港局長、 

      新谷西牟婁振興局長 

（オブザーバー） 

近畿地方整備局 河川部 地域河川課 稲垣課長補佐（中川地域河川調整官代理） 

関西電力株式会社 水力事業本部 田辺水力センター 西海所長 

 

 

 

 

 協議会の開催にあたって、西牟婁振興局長が「近年の激甚な水災害等を踏まえて、あらゆ

る関係者が協働し、流域全体で水災害を軽減させる治水対策、「流域治水」への転換が求めら

れ、本協議会でもこれまでの取り組みに加え、「流域治水」も計画的に推進する協議会とした

こと」を挨拶し、本協議会で「流域治水」を計画的に推進することの共有が図られました。 

 

 

 

 

 事務局より、協議会での流域治水の進め方について説明し、芳養川、左会津川、富田川、日

置川の各流域治水プロジェクト【素案】の確認を行いました。 

 今後のスケジュールとして、「流域治水プロジェクト」策定のため、令和３年度に次回の協

議会を開催することを確認しました。 

 また、近畿地方整備局より別添①の『「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法

律案」（流域治水関連法案）』についての情報提供がありました。 

 

 

 

協議会開催にあたって 

議 事 概 要 

第 ６ 回 西 牟 婁 地 域 に お け る  

大 規 模 氾 濫 減 災 協 議 会  



＜質疑応答＞ 

 

・（西牟婁振興局長）資料１の P8（別添②）の３項目の、約 167 箇所（約 4千 ha）は全て民

有保安林でしょうか？ 

⇒（和歌山水源林整備事務所）全て民有林になります。 

 

・（西牟婁振興局長）資料１の P8（別添②）の１項目の、所有者による適正な整備が見込め

ない民有保安林を、どのような全体計画で、誰が整備していくのかという計画があるので

しょうか？ 

⇒（和歌山水源林整備事務所）「森林整備センターの概要」P8（別添③）『●造林地所有

者、造林者、造林費負担者が共同して森林を造成』のように水源林造成事業は、所有

者と造林者（森林組合等）、森林整備センターと分収造林契約（現在は 90 年の長伐期）

を締結した事業地において整備を行っています。 

 
 
 










